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2令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料より抜粋

１ 医師の働き方改革の議論の進捗



２ 上限規制の枠組み
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各水準の指定要件については、
「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」をご確認ください。

（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21428.html

令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料より抜粋



３ 上限規制の施行に向けた準備プロセス

４令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料より抜粋



４ 特例水準指定までのフロー

5令和４年４月１日 厚生労働省通知（医政発0401第31号）より抜粋

○医療機関は、作成
した時短計画につい
て評価センターの評
価を受ける。

○評価結果を添付し
て、都道府県へ特例
水準申請を行う。

○上記のほか、C-1、
C-2水準は追加の手
続が必要。



５ 特例水準指定における、医療審議会の意見聴取

6医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）より抜粋



５ 働き方改革と地域医療の確保に関する指摘

7令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料より抜粋

大学病院等の医療機関が医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保している状
況にある。

大学病院からの応援で成り立っている地方の医療機関では、宿日直許可が取れないた
めに、通算の上限時間超過を懸念する大学病院から医師を引き上げられ、医療提供体
制を縮小せざるを得なくなる。



8令和４年度 都道府県医療勤務環境改善担当課⾧会議資料より抜粋



６ 医療対策協議会で行う議論

B・連携B
水準

地域の医療提供体制は、地域の医師の確保と一体不可分であるため、地域医
療対策協議会における議論との整合性を確認することが適当である。このた
め、実質的な議論は、地域医療対策協議会等の適切な場において行うことを
想定している。

C－１水準
地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があること
から、地域の医療提供体制への影響を確認することが適当であり（中略）地
域医療対策協議会においても協議することとする。
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医療審議会の意見聴取にあたり、医療対策協議会で議論/協議を行うことが示された。

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）より抜粋



６ 医療対策協議会で行う議論

C－２水準 地域の医療提供体制への影響及び構築方針との整合性を確認することが適当
であり、都道府県は都道府県医療審議会の意見を聴く。

10

医療審議会の意見聴取にあたり、医療対策協議会で議論/協議を行うことが示された。

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）より抜粋
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〇 東京都 会議体の構成図

東京都医療対策協議会

医師部会 看護人材部会勤務環境改善部会

東京都医療勤務環境改善支
援センター運営協議会

東京都看護人材確保
対策会議

専門医制度に関する
部会

平成30年度～

７．東京都の事例



神奈川県医療対策協議会

地域医療支援センター運営委員会

８. 令和５年度からの新体制（案）

勤務環境改善部会 神奈川県看護職員の確保及び
資質向上推進委員会

保健師人材・養成確保に
関する検討作業委員会

◆東京都を参考に、本県も医療対策協議会において医師及び看護職員に関する議論は
行うこととする。

◆看護職員資質向上推進委員会における議論や資料は、医療対策協議会へ共有し、
両職種の議論が一体的に行われるよう、連携を図っていく。
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医師の働き方改革部会

医療審議会

◆実質的議論を行う場
・特例水準申請に向けた前捌き
・県内医療機関の働き方改革の方針
・医師の業務タスクシフト・シェア
・医療機関へのIoT導入支援 等

医療対策協議会 等

９ 特例水準申請に係る議論の流れ

◆意見聴取（諮問）

◆地域の医師の確保の議論との整合性を確認
◆特例水準申請（Ｃ１水準）に関する議論
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10 部会委員構成（案）
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県要綱第３条第１項に掲げる者分類 所属・役職

②地域医療支援病院 地域医療支援病院

③医療法第31条に規定する公的医療
機関 全国自治体病院協議会神奈川県支部

⑥診療に関する学識経験者の団体 神奈川県 医師会

⑦大学その他の医療従事者の養成に
関係する機関

横浜市立大学

聖マリアンナ医科大学

北里大学

東海大学

⑪医療関係団体 神奈川県 病院協会

⑪医療関係団体 神奈川県 看護協会

他県動向も踏まえ、
以下の構成員を想定
（各機関より１名）
・医師会
・病院協会
・看護協会
・横浜市立大学、聖マ
リアンナ医科大学、北
里大学、東海大学
・地域医療支援病院等



R4 R5

４～６ ７～９ 10～12 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 １～３

Ⅰ医療機関

Ⅱ医療機関勤
務評価セン
ター

Ⅲ勤改セン
ター

Ⅳ医療対策協議会
(部会)
(本会)

Ⅴ医療審議会 15

法
施
行

派遣医師引上げ
による医師不足
の発生状況把握

計画の評価・
結果通知Ⅰ、Ⅱへ

時短計画案の作成 R4年度末まで
（診療報酬を受ける場合、９月には草案作成を目標）

R4
①

R4
部会を複数回開催(時期未定)

R4
②

R4
③

指定申請R5.9末まで

R4.7アンケート実施、
解析、意向把握

指定申請受付・内容審査
指定結
果公示/
評価結
果公表

評価Cへ計画提出R5.4末まで

R5
部会を複数回開催(時期未定)

36
協
定
締
結

部会
設置

調査等
分析

11 本県におけるスケジュール（見込）

実質的
議論

R5
①

R5
②

R5
③

整合
性確
認

R4
①

R4
②

R5
①

意見
聴取

R5
②

部会設置
承認



説明は以上です。
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